


インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 登園許可証 

ひかるこども園 

 

 インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、感染拡大

を防ぐために登園停止するよう定められています。医師による「登園許可証」

は必要ありませんが、それに代わり、保護者の方にこちらの「治癒報告書」

を提出していただきますので、ご理解をお願いいたします。 

 

 

治癒報告書 

ひかるこども園 園長様                        組 

 

                         氏名            

 

下記の通り病気は治癒しており、他に感染の恐れがないことを報告します。 

記 

 

・診断名(該当するものに○)  ・ インフルエンザ（ Ａ型 ・ Ｂ型 ・ 不明 ） 

・ 新型コロナウイルス感染症 

 

・受診した医療機関名                              

 

・受診日                 令和   年   月   日 

 

・発症日(症状が始まった日)        令和   年   月   日 

 

・解熱日(平熱になった日)         令和   年   月   日 

 

・治癒の根拠     【インフルエンザ】 

□ 発症後 5 日経過している。 

□ 解熱した後 3 日経過している。 

【新型コロナウイルス】 

    □ 発症後(無症状の場合は検査日から)5 日経過している。 

    □ 症状が軽快して 1 日を経過している。 

 

上記 2 つにチェックが入り、集団生活に支障がない状態ですので、  年  月  日  

より登園を再開します。 

 

保護者氏名(自署)                    




